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E05G 金庫または貴重品保管室；銀行防護装
置；保安隔壁（警報装置それ自体Ｇ０８Ｂ）
［２］ 

注 

このサブクラスにおいては，下記の用語または表現は以下に示

す意味で用いる： 

―“銀行”は，貴重品を安全保管しまたは銀行と客との間で貴

重品を交換するために供される建物または建物の一部分をい

う；［２］ 

―“銀行防護装置”は，貴重品を保管しまたは窃盗や強盗を退

けるため銀行内または外に設けられる装置をいう。［２］ 

1/00 金庫または貴重品保管室（貯金箱Ａ４５Ｃ

１／１２；浮揚できる金庫Ｂ６３Ｃ７／３

０；外力または火災に対する防護性のない

貯蔵容器Ｂ６５Ｄ；銀行建築一般，例．モ

ジュール構成，平面計画Ｅ０４Ｈ１／０

６；地震または戦爭行為に耐える建築構造

Ｅ０４Ｈ９／００）［２００６．０１］ 

1/02 ・細部（金庫用の蝶番Ｅ０５Ｄ７／１４） 

1/024 ・・壁またはパネル構造［２］ 

1/026 ・・閉鎖部材（空襲その他の戦爭行為に対

する防護とびら，窓その他の閉鎖部材Ｅ

０６Ｂ５／１０；シャッタ，可動格子ま

たは他の安全閉鎖手段Ｅ０６Ｂ９／０

２）［２］ 

1/04 ・・閉鎖部材締結具（錠Ｅ０５Ｂ） 

1/06 ・多数の小室の用意のあるもの［２］ 

1/08 ・・個別に締められるもの［２］ 

1/10 ・警報，信号または標示をもつもの（夜盗，

泥棒または潜入者に対する警報それ自体

Ｇ０８Ｂ１３／００；火災，爆発に応答

する警報それ自体Ｇ０８Ｂ１７／００） 

1/12 ・流体を放出，発生または散布する装置を

もつもの，例．耐火または消火手段（Ｅ

０５Ｇ１／１４が優先；煙，ガス，粉ま

たは液体により夜盗，窃盗または強盗を

識別，威嚇または無能にすること，Ｇ０

８Ｂ１５／０２［２００６．０１］ 

1/14 ・貴重品に印しをつけるか，または破壊す

る手段のあるもの，例．窃盗の場合［６］ 

5/00 銀行防護装置（Ｅ０５Ｇ１／１２，Ｅ０５

Ｇ７／００が優先；閉回路テレビジョン方

式Ｈ０４Ｎ７／１８）［２］ 

5/02 ・わなまたは監禁機構（夜盗または泥棒の

行為をできなくするもの一般Ｇ０８Ｂ１

５／００）［２］ 

7/00 保安隔壁，例．可動支払板（安全装置のな

い支払いカウンター，例．スーパーマーケ

ット用Ａ４７Ｆ９／０２）［２］ 

 


